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【第３回推進会議提出県案に対する大学修正案（H20.08.27）】 

※修正箇所は下線 

 

宮  城  県 



中  期  目  標 中  期  計  画 

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

第１ 中期目標の期間並びに教育研究及び法人運営の基本組織・・・・・・２ 

 

第２ 教育研究の質の向上に関する目標・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 １ 教育に関する目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（１）教育の成果に関する目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（２）教育の内容等に関する目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

（３）教育の実施体制等に関する目標・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

（４）学生への支援に関する目標・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

２ 研究に関する目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

（１）研究水準及び研究成果に関する目標・・・・・・・・・・・・・２０ 

（２）研究の実施体制等に関する目標・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

 

第３ 地域貢献等に関する目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

 １ 地域貢献に関する目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

（１）県民の高等教育機関としての役割・・・・・・・・・・・・・・２３ 

（２）地域社会への貢献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

（３）産学官の連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

（４）大学間の連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

 ２ 国際交流等に関する目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

 

 

 

 

第４ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

 

 

 

 

第１ 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置・・・３ 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置・・・・・・・・・・・・・３ 

（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置・・・・・・・・・３ 

（２）教育の内容等に関する目標を達成するための措置・・・・・・・・６ 

（３）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置・・・・・１４ 

（４）学生への支援に関する目標を達成するための措置・・・・・・・１７ 

 ２ 研究に関する目標を達成するための措置・・・・・・・・・・・・２０ 

（１）研究水準及び研究成果に関する目標を達成するための措置・・・２０ 

（２）研究の実施体制等に関する目標を達成するための措置・・・・・２１ 

 

第２ 地域貢献等に関する目標を達成するためとるべき措置・・・・・・２３ 

 １ 地域貢献に関する目標を達成するための措置・・・・・・・・・・２３

（１）県民の高等教育機関としての役割・・・・・・・・・・・・・・２３ 

（２）地域社会への貢献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

（３）産学官の連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

（４）大学間の連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５

２ 国際交流等に関する目標を達成するための措置・・・・・・・・・２５ 

（１）国際交流を推進するための体制整備・・・・・・・・・・・・・２５ 

（２）海外大学等との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

（３）留学・留学生支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 



中  期  目  標 中  期  計  画 

１ 運営体制の改善に関する目標・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

（１）理事長を中心とする運営体制の構築・・・・・・・・・・・・・２６ 

（２）戦略的な資源配分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

（３）学外の有識者等の登用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 

 ２ 教育研究組織の見直しに関する目標・・・・・・・・・・・・・・２７ 

３ 人事の適正化に関する目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 

（１）人事制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 

（２）評価制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

 ４ 事務等の効率化・合理化に関する目標・・・・・・・・・・・・・２８ 

（１）事務組織の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

（２）事務の効率化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

 

第５ 財務内容の改善に関する目標・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

 １ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

（１）外部資金の獲得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

（２）自己収入の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

（３）授業料等の適切な設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

 ２ 経費の抑制に関する目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標・・・・・・・・・・・・・・３０ 

 

第６ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検・評価並びに当

該状況に係る情報の提供に関する目標 

             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１ 

１ 自己点検・評価の充実に関する目標・・・・・・・・・・・・・・３１ 

２ 情報公開の推進等に関する目標・・・・・・・・・・・・・・・・３１ 

 

 １ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置・・・・・・・２６ 

（１）理事長を中心とする運営体制の構築・・・・・・・・・・・・・２６ 

（２）戦略的な資源配分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

（３）学外の有識者等の登用･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 

 ２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置・・・・２７ 

 ３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置・・・・・・・・２７ 

（１）人事制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 

（２）評価制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置・・・２８ 

（１）事務組織の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

（２）事務の効率化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置・・・・２９ 

１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措

置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

（１）外部資金の獲得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

（２）自己収入の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

（３）授業料等の適切な設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置・・・・・・・・・３０ 

 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置・・・・３０ 

 

第５ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検・評価並びに当

該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためとるべき措置 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１ 

 １ 自己点検・評価の充実に関する目標を達成するための措置・・・・３１ 

 ２ 情報公開の推進等に関する目標を達成するための措置・・・・・・３１ 

 



中  期  目  標 中  期  計  画 

第７ その他業務運営に関する重要目標･･・・・・・・・・・・・・・・３１ 

 １ 施設設備の整備・活用等に関する目標・・・・・・・・・・・・・３２ 

 ２ 安全管理等に関する目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 

 ３ 人権の尊重に関する目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 

 

 

 

 

 

第６ その他業務運営に関する重要目標を達成するためとるべき措置・・３１ 

 １ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置・・・３２ 

 ２ 安全管理等に関する目標を達成するための措置・・・・・・・・・３２ 

 ３ 人権の尊重に関する目標を達成するための措置・・・・・・・・・３２ 

 

（以下については，後日作成・配付予定） 

 

第７ 予算（人件費の見積もりを含む。），収支計画及び資金計画・・・・ 

１ 予算（平成２１年度～平成２６年度）・・・・・・・・・・・・・・ 

 ２ 収支計画（平成２１年度～平成２６年度）・・・・・・・・・・・・ 
 ３ 資金計画（平成２１年度～平成２６年度）・・・・・・・・・・・・ 
 
第８ 短期借入金の限度額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 １ 短期借入金の限度額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 ２ 想定される理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
第９ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画・・・・・・・・・・ 

 

第１０ 剰余金の使途・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

第１１ 県の規則で定める業務運営に関する事項・・・・・・・・・・・ 

 １ 施設設備に関する計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ２ 人事に関する計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ３ 積立金の処分に関する計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（別表） 
収容定員（平成２１年度～平成２６年度）・・・・・・・・・・・・ 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

はじめに 

宮城大学は，平成９年の開学以

来「実学主義」を掲げ,「ホスピタ

リティとアメニティ｣,「高度な実

学による地域貢献｣,「地域に根ざ

し世界に開かれた大学｣という理

念のもと，これまで，県内の保健

医療福祉界や産業界をはじめとす

る幅広い分野に多くの人材を輩出

するほか，教育研究の成果を地域

に還元するなど，県立大学として

その役割を果たしてきた。 

今日，少子化や大学に対するニ

ーズの多様化など大学を取り巻く

状況が大きく変化する中にあっ

て，県立大学としての宮城大学が

担う意義・役割は極めて大きく,将

来にわたって地域の期待や要請に

応えていくためには，豊かな知

性・感性・実践力を身につけた地

域に貢献できる人材を育成してい

くことがこれまで以上に必要とな

っている。 

公立大学法人宮城大学は，大学

を設置し，及び管理することによ

り，卓越した教育研究の拠点とし

て，学術文化を振興し，その成果

を広く社会に還元するとともに，

創造的な知性と豊かな人間性を備

えた人材を育成し，もって地域の

産業及び社会の発展に寄与するこ

とを目的とするものであり，宮城

大学の理念のもと，法人の目的を

 
公立大学法人宮城大学は，法人化による自主的･自律的で，

効果的･効率的な運営を行う｢県民の大学｣として卓越した地

域の教育研究拠点となるため，法人運営の指針となる中期目

標に基づく具体的な中期計画を次のとおり策定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
平成８年度  宮城大学設置申請書：「建学の理念」 
平成 9年度  宮城大学設置（看護学部、事業構想学部） 
平成 13年度 宮城大学大学院設置（看護学研究科、事業構想
学研究科） 
平成 16年度 「建学の理念」にそって「宮城大学の理念」を
定める。 
「ホスピタリティとアメニティ｣、「高度な実学による地域

貢献｣、「地域に根ざし世界に開かれた大学｣ 

平成17年度 食産業学部設置 

平成17年度 3学部・2研究科の「目的」「人材養成目標」等

を定める。 

平成18年度 10周年記念式典、「10周年ステートメント」 

 「東北の卓越した教育研究拠点となることを目指す」「教育

研究の地域への貢献度を高める」「学生の達成度と満足度の

向上に努める」「国際化、男女共同参画、倫理基準準拠の行

動、を推進する。」 

平成19年度 大学基準協会認証評価（平成18年度の自己点

検評価を前提） 

平成19年度 公立大学法人宮城大学定款制定（県議会） 

 

 
平成 16年頃から大幅な改革が進められており、次の点では、
他大学平均に比べてアドバンテージ。 
① 教育・研究・社会活動における地域貢献 

入学県内比率、就職率・県内比率、県市町村連携・産医

学連携等 
② 教育課程の特徴 

地域をキャンパスとする実学実践の教育 
③ 運営上の特徴 

学長補佐体制（補佐会議、改革委員会､改革室･広報室） 
  全教員５段階評価（ピアレビュー）・勤勉手当成績率反映 
  学部・研究科・センター等の組織評価 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

達成していくため，次のようなこ

とを基本指針として中期目標を策

定する。 

 

１ 教育の内容を効果的に学生

に伝えること（「教育力」）に

より，学生の学習の達成度と

満足度を向上させ，高い「卒

業生・修了生の質」を確保す

る。 

 

２ 教育力及び社会貢献力の源

泉となる教員の「研究力」を

高める。 

 

３ 教育研究の「地域貢献度」

を高めるとともに，教育研究

成果の地域への提供を積極的

に行う。 

 

４ 職員の高い職務意欲と倫理

観に立脚した健全で円滑な運

営体制を確立する。 

 

 

 

第１ 中期目標の期間並びに教育

研究及び法人運営の基本組織 

１ 中期目標の期間 

平成２１年４月１日から平

成２７年３月３１日までの６

年間とする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  研究費の計画実績審査による競争的配分 
  卒業・修業時学生満足度調査の教育環境等への反映 
  全員参加ＦＤ 
 
現時点の主要課題 
１．全入時代における学生・卒業生の質の確保・向上 
２．教員の質、教育力・研究力向上 
３．厳しい財政事情への対処 
４．全学一体の、戦略的・効果的・効率的運営 
  →平成 21年度の公立大学法人化は課題克服 の最大の機会
と認識 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

２ 教育研究の基本組織 

教育研究の基本組織とし

て，次のとおり学部及び研究

科を置く。 

学 

部 

看護学部 

事業構想学部 

食産業学部 

研 

究 

科 

看護学研究科 

事業構想学研究科 

食産業学部研究科 

 

３ 法人運営の基本組織 

法人運営の基本組織とし

て，次の機関を置く。 

理事会 

経営審議会 

教育研究審議会 

 

 

第２ 教育研究の質の向上に関す

る目標 

１ 教育に関する目標 

（１）教育の成果に関する目標 

イ 学士課程 

「高度な実学を身につ

けた実践的人材の養成」

という教育理念のもと，

豊かな人間性の形成及び

基礎的な科学力の向上を

図るための基盤的な教育

を行う「共通教育」と，

各学部の学生に専門知

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１ 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとる

べき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置 

イ 学士課程 

（イ）共通教育 

現代の社会人に必要な国際コミュニケーション

能力や情報処理能力,健康で豊かな人間性を持つ

人材を養成するとともに，専門教育を受けるため

に必要な基礎科学力の底上げを図る。そのための

教育支援組織として、共通教育センターを設置す

る。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学生（卒業生・修了生）の質を高めるには、まず、入学学生

のレベルや教育内容に係る次の４面の取組みが必要と認識

し、準備中。 
１．全入時代の入学学生の質確保・向上 
  ・入学試験改革が最も重要。進学動向分析、高校長アン 

ケート調査、学内追跡調査、他公立大学調査を踏まえて、

検討委員会を設置し入試改革を検討中。 
センター試験教科科目、推薦定員枠、個別試験等につい

て 2月までに結論を出し、公表。平成 23年度入試から実
施。  
・ブランド戦略、広報 

２．共通教育のカリキュラム改革 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

識・技術を授け実践的な

能力を培う「専門教育」

によって，人間性豊かな，

地域社会に貢献できる人

材を養成する。 

 

〔看護学部〕 

科学的知識と高い看

護技術，豊かな人間性

を持った看護職を養成

する。 

 

 

 

 

 

〔事業構想学部〕 

技術のわかる事業

者・事業のわかる技術

者として，各種事業を

総合的にプロデュース

でき，地域社会におい

て即戦力となる産業人

を養成する。 

 

 

 

〔食産業学部〕 

地域及び国際的な食

産業の場において、即

戦力となる優秀な人材

を養成する。 

 

 

 

 

 

 

（ロ）専門教育 

〔看護学部〕 

科学的知識と高い看護技術，豊かな人間性を持

った看護職を養成するため，「共通教育科目」，「専

門基礎科目」，及び「専門科目」の連動性と順序性

を重視し，特に「専門基礎科目」と「専門科目」

の教育内容の精選によるカリキュラムの体系化を

行うとともに保健医療の変化や社会的ニーズに対

応した教育を行うため，実習を含めた社会的ニー

ズの高い科目の必修化や新設を図るなどのカリキ

ュラム改革を実施する。 

〔事業構想学部〕 

技術のわかる事業者・事業のわかる技術者とし

て，各種事業を総合的にプロデュースでき，金融、

流通、サービス業を中心とした，地域社会におい

て即戦力となる産業人を養成するため、事業計画

系，デザイン系，情報系の「文理融合」（サイエン

スとアートの融合）を基本として、基礎ゼミから

総合研究、卒業研究に至る少人数教育の体系化、

インターンシップ科目の拡大、経営・起業科目や

英語科目、会計科目、コンピュータ科目の充実な

どのカリキュラム改革を実施する。 

〔食産業学部〕 

地域及び国際的な食産業の場において、即戦力

となる人材を養成するため、農畜産業や食品産業、

さらには環境との共生・保全までも含む食産業の

実態に的確に対応できるよう、生物・化学・工学

系の技術力と経済・経営系の管理力を一層融合さ

  ・すでに学内で結論を得て、平成 21年度実施を準備中 
   英語教育等リテラシー教育の抜本改正、健康・芸術・

等の人間性教育強化、基礎科学力引き上げ 
３．3学部の専門教育カリキュラム改革 
 ・看護学部   教授会、改革委員会、評議会で審議終了 

① 指定規則準拠、予防・地域・在宅、統合看護強化、 
② 科目の整理統合 
③ 卒業必要単位引き下げ 

・事業構想学部 教授会成案中 
①計画・デザイン・情報の融合、②経営・起業系科目充

実、③少人数教育の体系化、④インターシップ実施率引

き上げ、⑤英語・会計・パソコン教育強化等 
・食産業学部 学部内委員会で検討中 

４．３学部で教育の地域貢献を強化  
地域人材養成促進プログラムを準備 
看護学部   「災害看護プログラム」 
６割は県内就職であるが、確実視される宮城県沖地震

に対応できる人材養成 
事業構想学部 「産業集積人材養成プログラム」 
 セントラル自動車・東京エレクトロン等の大和町への

産業集積に対応できる人材養成 
食産業学部  「地域食産業人材養成プログラム」 
 同学部の地元就職率が低いと予想されることに対応 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

 

 

 

 

ロ 大学院課程 

地域の高度人材養成機

関として，先端的な専門

知識・技術を備え，研究

的視点を持った高度専門

職業人及び自立的・独創

的な研究能力を持つ研究

者を養成する。 

〔看護学研究科〕 

地域現場の課題に対

応できる知識・技術及

び管理能力・研究能力

を持つ高度専門職業人

を養成するとともに，

自立的な研究能力を持

つ高度専門職業人や研

究者・教育者を養成す

る。 

 

 

 

 

〔事業構想学研究科〕 

地域の産業振興や地

域づくりに関する事業

を先導して構想する高

度専門職業人を養成す

るとともに，自立的な

研究能力を持つプロジ

せるとともに、農場実習やケースメソッドさらに

は全学科必修インターンシップなど実践的手法を

より充実させた「文理融合型」のカリキュラム改

革を実施する。 

ロ 大学院課程 

 

 

 

 

 

 

 

〔看護学研究科〕 

① 高度専門職業人養成の一環として，修士課     

程に「専門看護師コース」（地域保健看護分野，

小児発達看護分野，感染看護分野）をおき，

専門共通科目に「看護理論」，「コンサルテー

ション論」，「看護倫理」，「看護政策論」を、

専門科目に実習や課題研究等を開設する。 
② 看護学分野において自立的研究能力を持つ

高度専門職業人や研究者・大学教員を養成す

るため，博士課程を新設する。 

 

 

 

 

〔事業構想学研究科〕 

① 博士前期課程では，高度専門職業人や専門

的な研究能力を有する者を養成するため、「高

度職業人育成コース」及び「学術研究コース」

の履修モデルを設け、ビジネスプラン・地域

プラン及び空間デザイン・情報デザインの高

度に専門的な知識や技術を修得させる。 

 
 
 
 

大学院 修士課程では２研究科とも２次募集を行って定員を充足し

ている状態。原因は、２つと認識。 
① 人材養成目標がなお不明確・・どの分野の「高度に専
門的な職業人」養成か。学卒に比べた「高度な専門性」

（付加価値）は何か。 
② 教育課程の整備が不十分・・高度専門職業人養成に適
合した教育課程の整備 

 
 看護学研究科の対応 

① 高度専門職業人養成目的の明確化 
② 専門看護師 CNSプログラム導入 
③ CNS以外の高度専門職業人養成教育課程の整備 
④ 修学条件の現任看護師院生への対応 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
事業構想学研究科の対応 
① 研究者養成（博士課程）と高度専門職業人養成の目
的の分離・明確化 

② 高度専門職業人の付加価値、養成職種の明確化 
③ 修士課程のカリキュラム改革 
④ 社会人の修学条件の整備 

 

【目標年度】 

★博士課程の新設（平成22年度） 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

ェクトマネージャーや

研究者・教育者を養成

する。 
 

〔食産業学研究科〕 

「食」をめぐる地域

の課題や社会的ニーズ

に適切に対応できる知

識・技術及び研究能力

を持つ高度に専門的な

職業食産業人を養成す

るとともに，自立的な

研究能力をもつ高度専

門職業人や研究者・教

育者を養成する。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）教育の内容等に関する目

標 

イ 入学者受入方針，入学

者選抜 

（イ）学士課程 

 大学の理念や学部ご

との教育目標等に基づ

いた入学者受入方針

（アドミッション・ポ

リシー）を受験生など

に周知し，学力及び意

② 博士後期課程では，プロジェクトマネージ

ャー及び専門的教育・研究者を養成するため、

事業の構想・創出について自立的的研究能力

を修得させる。 

〔食産業学研究科〕 

① 修士課程では，高度に専門的な食産業人や

専門的な研究能力を有する者を養成するた

め、「食品イノベーション領域」及び「農・環

境イノベーション領域」の２領域の「食品ビ

ジネスマネジメント分野」などの５分野につ

いて、「導入科目」、「専門科目」、「総合科目」

で構成される教育課程を通して高度に専門的

な経営力、技術力、安全管理力、環境管理力

及び情報力等の融合による課題解決型の「イ

ノベーション力」を修得させる。 

② 食産業学分野において、自立的研究能力を

もつ高度専門職業人や研究者・教育者を養成

するため、博士課程を新設する。 

  

 

 

 

（２）教育の内容等に関する目標を達成するための措置 

 

イ 入学者受入方針，入学者選抜 

 

（イ）学士課程 

① アドミッション・ポリシーを周知する機会

や効果的な方法について検討を行い，本学を

志願する受験生やその関係者に対して分かり

やすい情報提供を行う。 

② 高校への訪問や出前授業を積極的に行うな

ど，高大連携を推進する取組を充実させる。 

 
 
 
 
 食産業学研究科 新設申請中 

① 目的：高度に専門的な食産業人と専門的な研究能力
を持つ者の養成 

② 分野：食材生産（農畜産業等）業、食品加工業、食
サービス業、食品流通業、食に関する環境の専門職 

③ 高度な専門性：課題解決型の「イノベーション力」（経
営力、技術力、安全管理力、環境管理力、情報力等

を融合） 
④ ２領域・５分野の「入門」「専門」「総合」の教育課
程・カリキュラム編成 

⑤ 社会人修学条件対応 
⑥ １年修了制度 
⑦ 課題研究成果と修士論文認定 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【数値目標・目標年度】 

★博士課程の新設（平成23年度） 

★試験研究機関との連携協定の締結数 3件（平成22年度） 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

欲が高く，適性に優れ

た学生の受入れを推進

する。また，入学者選

抜に関するデータを分

析・活用するほか，社

会のニーズなどを踏ま

えた適切な入学選抜方

法を整備する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）大学院課程 

アドミッション・ポ

リシーに適合し，高度

な実践能力及び研究能

③ 入学者に対して志望動機などの調査を行う

ことにより，アドミッション・ポリシーの周

知について評価し，その結果を広報活動に反

映させる。 

④ 社会のニーズなどを踏まえた入学者選抜を

行うため，入学者に関する基本的なデータベ

ースの整備や追跡調査を実施し，一般選抜定

員と特別選抜定員、特に推薦入学定員との比

率の妥当性や，大学入試センター試験の利用

教科・科目や配点の妥当性、個別学力検査や

入学者選抜単位のあり方等について検討す

る。 

⑤ 入学者選抜に関するデータを分析・活用す

ることで，定員が確保できる合格者数を決定

し，これにより入学定員と入学者数の比率の

適切な管理を行う。 
⑥ 編入学者の受験動向について分析・評価す

ることにより，編入学定員の検討を行う。 

⑦ 科目等履修生，研究生及び特別聴講生の受

入要件を明確にする。 
⑧ 私費留学生の受入れを推進するため，事業

構想学部事業計画学科のみで設定している特

別選抜枠を，他学部等でも設定する。 

 

 

 

 

 

 

（ロ）大学院課程 

① 各研究科におけるアドミッション・ポリシ

ーの周知を図るため，大学院独自のパンフレ

ット作成や，関係機関への訪問説明を行うな

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【数値目標・編入除く各学部・毎年度】      平成20年度入試実績 

            (看)   (事)  (食) 

★志願倍率(志願者数／入学定員) 3倍以上    3.5倍  4.2倍  4.8倍 

★実質競争倍率(受験者数／合格者数)2.5倍以上  2.8倍  3.2倍  2.6倍 

★入学率(入学者数／合格者数)  90％以上   96.8％  95.5％ 91.7％ 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

力の習得を目指す意欲

あふれる人材につい

て，学部卒業生や社会

人など多様な分野から

の受入れを推進する。

また，社会のニーズな

どを踏まえた適切な入

学選抜方法を整備す

る。 

 

 

ロ 教育課程 

（イ）学士課程 

      語学力や情報処理能

力の向上，学部カリキ

ュラムの見直しを図る

など，共通教育及び専

門教育を充実させると

ともに，共通教育及び

専門教育との連携を重

視した上で，各学部の

教育目標等に適合した

教育課程を編成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ど，大学院独自の広報活動を強化する。 

② 学士課程の学生に対する大学院課程進学へ

の意欲を喚起するため，大学院生をティーチ

ング・アシスタント（ＴＡ）として起用し，

学部演習への参加を図る。 
③ 社会人に対する入試科目の軽減や特別選抜

の実施など，入学者選抜方法を点検・整備す

る。 

④ 優秀な学生に対する修学機会の拡大を図る

ため、大学からの飛び級入学や学部からの早

期卒業についての制度を整備する。 
ロ 教育課程 

（イ）学士課程 

      共通教育と専門教育の連携を念頭におき，教育

課程の充実を図る。 

ａ 共通教育 
① 英語によるオーラル・コミュニケーション

能力を養成するため，３０人程度のクラス編

成により英語教育を充実させるとともに，第

二外国語の中国語及びハングル（韓国語）を

拡充する。 

② 現代社会において必要とされる情報リテラ

シーや，基礎的な統計処理能力を養成する教

育を充実させる。 
③ 学生の情操やホスピタリティ精神を養うた

め，コミュニケーション能力や芸術などの「人

間形成科目」を充実させる。 

④ 基礎的な科学的知識等の習得を図るため，

人文・社会科学や自然科学などの「基礎科学」

を充実させる。 
ｂ 専門教育 
〔看護学部〕 
① 看護師などの養成のために必要となる履修
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目への対応を適時適切に行うとともに，地

域社会のニーズに対応した科目の見直しや体

系的な編成を行う。 

② 臨地実習について，従来の施設実習に加え，

地域訪問実習の導入を検討する。 
③ 専門的な語学力の向上を図るため，専門科

目に英語教育を導入する。 

④ 災害看護プログラムを導入する。 

〔事業構想学部〕 
① 事業計画系，デザイン系，情報系の科目の

融合を図るとともに，起業マインドを育成す

る科目や，地域のニーズに対応した科目を充

実する。 
② 国際インターンシップを導入する。 
③ 専門的な語学力の向上を図るため，ビジネ

ス英語等を充実させる。 
      ④ 経営系科目群の見直しを行う。 

⑤ 産業集積人材養成プログラムを導入する。 
〔食産業学部〕 
① 文理融合や課題解決能力の養成に視点をお

いた，体系的なカリキュラム編成を行う。 

② 国際インターンシップを導入する。 
③ 専門的な語学力の向上を図るため,ビジネ

ス英語等を充実する。 

④ 地域食産業人材養成プログラムを導入す

る。 
ｃ 学習機会の拡大 

学生の学習機会の拡大を図るため，他学部・

他学科における聴講制度の弾力化など，学部・

学科を超えた履修制度を拡充するとともに，学

都仙台単位互換ネットワークを活用し，他大学

との単位互換を促進する。また，サテライトキ

ャンパスにおける開講科目数を拡充する。 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

 

 

 

（ロ）大学院課程 

学士課程における教

育を基礎とし，当該教

育との関係に配慮しな

がら，高度専門職業人

などの養成が図れるよ

う，各研究科の教育目

標等に適合した教育課

程を編成する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｄ 国家試験・資格 
       各学部の特性に応じ，国家試験や資格試験に

対応した補習授業や模擬試験を設定する。 

（ロ）大学院課程 

ａ 修士課程（博士前期課程）では，高度かつ専

門的な職業人を養成するコースと，研究者を養

成するコースそれぞれの教育内容について，学

士課程との関係を明確にした上で，それぞれの

目的に適合する教育課程の編成を行う。 
ｂ 博士後期課程では，自立的研究能力を有する

研究者や教育者などの養成に向け，博士前期課

程との連続性を考慮した教育課程の編成を行

う。 

ｃ 看護学研究科修士課程においては，「感染看

護」｢小児発達看護｣「地域保健看護」分野の専

門看護師養成プログラムのさらなる充実を図

る。また，博士課程の設置に当たっては，各領

域看護を医療機関・在宅・地域の各広域に連携

統合するカリキュラム及び研究指導体制を確立

する。 
     ｄ 事業構想学研究科博士前期課程においては,

必修科目として,「高度職業人育成コース」にプ

ロジェクト研究（インターンシップ，事例研究

等）を追加するとともに，税理士・公認会計士

など修了者が職業能力・資格の点で，十分な「付

加価値」を持つような教育課程を整備する。ま

た，「学術研究コース」に論文指導に関する科目

と英語を追加する。さらに，博士後期課程では，

専攻する領域ごとに「特別演習Ⅰ･Ⅱ」，研究指

導科目の「事業構想学特別研究」による科目履

修と研究指導体制を確立する。 

ｅ 食産業学研究科修士課程においては，教育内

容を定期的に見直し，教育カリキュラム上の課
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハ 教育方法 

（イ）学士課程 

      少人数教育によるき

め細かな教育や地域貢

献の視点を踏まえたよ

り実践的な教育を行う

など，学生の勉学意欲

や理解度の向上につな

がる，もっとも効果的

な教育方法を工夫す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

題を明確化し，必要な科目整備などを迅速に行

う。また，博士課程の設置に当たっては，修士

課程のカリキュラムにおける到達点を見据え，

整合性のあるカリキュラムを編成する。 
     ｆ それぞれの修士課程（博士前期課程）におい

ては，学都仙台単位互換ネットワークの拡充を

働きかけ，他大学院との単位互換を導入する。 

ｇ サテライトキャンパスの設置や夜間開講な

ど，社会人の再教育が円滑に図れるようなシス

テムを検討する。 
ハ 教育方法 

（イ）学士課程 

ａ 共通教育 

① 「英語教育」では,国際的なオーラル･コミ

ュニケーション能力の養成に向けて,ネイテ

ィブ・スピーカーを増員し、３０人程度のク

ラス別実践教育を行う。英語講義Ⅰ･Ⅱでは，

１年間で２ヶ月程度の現地研修を行うなどの

現地研修制度を導入する。 

② ｢情報処理教育｣では，コンピュータ・ラボ

等での実習を重視し,ワープロ,表計算,プレ

ゼンテーション等のコンピュータ能力を身に

つけさせる。 

③ ｢基礎ゼミ｣では,学生の自主的な調査や活

動,情報収集と分析及び発表とディベートを

促し,大学での学習方法を身につける場とす

る。 

ｂ 専門教育 

〔看護学部〕 

① 学生の学びの統合が効果的に図れるよう,

専門基礎科目,看護専門科目及び看護専門領

域間の連携を強化し,継続性･一貫性のある教

育･学習支援を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 教員の教育力は、「教育内容」×「コミュニケーション力」

によって決まる。本学教員は、平成１５年度からの５年間の

FD を通じて、教育の達成度を上げるには、「コミュニケー
ション力」つまり教育方法もきわめて重要という認識をもつ

ようになり、教育方法改善に取り組んでいる。 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 看護の知識・実践力の習得が主体的に行え

るよう,学生が４年間継続して使用する自己

成長記録（｢学びの振り返り」)を導入し,活用

を定着させる。 

③ カリキュラム改革による教育体制づくりを

充実させるため,実習施設と協働し,学内にお

ける講義科目の内容と実習での講義内容との

連携を強化する。 

④ 県内の保健医療福祉機関の新たな臨地実習

場を開拓し,あらゆる健康レベルを対象とし

た様々な施設における看護の学習を強化す

る。 

〔事業構想学部〕 

① 地域企業でのインターンシップ教育など,

実践能力を育成するための地域と連携した教

育活動を強化する。 

② 各学年における習得単位数の上限設定につ

いて検討する。また，科目配当及び卒業要件

単位数の見直しを行い，科目配置の年次バラ

ンスの確保を図る。 

〔食産業学部〕 

① 地域食産業に精通した講師を招いて講義を

行うなど，食産業の実態を意識した，地域と

連携した教育活動をより一層充実させる。 

② 農場実習やケースメソッドによる教育の充

実を図る。 

③ １･２年次の学外施設見学,３年次の必修イ

ンターンシップをさらに充実させるととも

に,学生の特性や希望にそって個別のキャリ

ア指導を強化する。 

④ 少人数教育を引き続き実施するとともに,

文理融合を実現するため文理両分野教員によ

る講義を実施する。 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

 

 

 

（ロ）大学院課程 

高度専門職業人を目

指すコース及び研究者

を目指すコースそれぞ

れに応じた教育・研究

指導の体制を整備する

とともに，地域貢献の

視点を踏まえて，効果

的な教育方法を工夫す

る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 学生による学会･論文など学外での発表に

対する支援を行う。 
 

（ロ）大学院課程 

〔看護学研究科〕 
      ① コースワークの分離と融合により，「専門看

護師コース」及び「研究論文コース」，双方の

学生が互いの目的を明確にした上で，切磋琢

磨できる修学環境を提供する。 

② 講義や各分野の演習への聴講・参加の自由

度を高めるなど，分野を超えたディスカッシ

ョンの機会を多く得られるような体制を整備

する。 
③ 指導方針を共有し，主担当及び副担当によ

る教育・指導体制を一層強化する。 

     〔事業構想学研究科（博士前期課程）〕 
① フィールドワークを組み込んだ多様な研究

形態を実践する。 
② 「高度職業人育成コース」においては，取

得可能資格を明確にし，取得のための支援や

指導を行う。 

③ 「学術研究コース」においては，研究過程

に必要な理論の基礎を築く指導を行う。 
〔事業構想学研究科（博士後期課程）〕 
① 「産業・事業システム領域」においては，

新たな産業・事業創出が可能な人材を輩出す

るため，経営と技術が融合した研究指導を行

う。 

② 「地域・社会システム領域」においては，

地域社会・公共機関との連携によるフィール

ドワークを活用した研究を行う。 
③ 研究能力のみならず,プロジェクトマネー

ジャーとしてのコミュニケーション力，リー
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 成績評価 

   （イ）学士課程 

      公平で透明性のある

評価基準により，学習

到達度測定し，厳正な

成績評価を行う。 

（ロ）大学院課程 

公平で透明性のある

評価基準による厳正な

成績評価及び透明性・

客観性のある学位論文

等審査を行う。 

（３）教育の実施体制等に関す

る目標 

イ 適正な教員配置 

     各学部の教員定数の見

直し，共通教育運営委員

ダーシップの育成にも力点を置いた指導を行

う。 

④ 学生による学会・論文など学外での発表に

対する支援を行う。 
〔食産業学研究科〕 

① 学生の希望するキャリアパスに対応したき

め細かな教育を行う。 
② 県内の試験研究機関や企業と協力し，現場

での課題を取り上げた授業やインターンシッ

プ，プロジェクト研究などを通じて，地域の

食産業と連携した教育を行う。 

③ 専門的な職業人を目指す学生には，現場で

の課題解決力を高める教育を行う。 
④ 研究者を目指す学生には，基礎理論の習得

なども含め研究能力を向上させる教育を行

う。 

二 成績評価 

（イ）学士課程 

ａ 授業の達成目標及び成績評価基準を明示し，

厳正な成績評価を行う。 
     ｂ 成績評価における学生の質問に対応するシス

テムを充実させる。 

（ロ）大学院課程 

     ａ 授業の達成目標及び成績評価基準を明示し，

厳正な成績評価を行う。 

     ｂ 学位授与の方針や基準を明示するとともに，

領域審査員や外部審査員の導入などにより，学

位審査制度を充実させる。 

（３）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措

置 

イ 適正な教員配置 

（イ）各学部及び各研究科の目的，目標達成に向けて、

それぞれの教育課程や学生数に対応した教員組織

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 教育力は教員組織（教員の質及び教育の実施体制）に大き

く影響される。従来は、学部に教員定数を措置し、教育公務

員特例法の下で「教授会の議を経て学長が選考する」という

人事方式を行なってきた。しかし、３つの問題があり、高度

で適切な教員組織を編成する妨げになっていた。 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

会の役割の明確化等によ

り，全学共通教育，各学

部及び各研究科の教育課

程や学生数に対応した教

員組織を編成する。 

模擬授業の導入など教

員選考方法や教員資格審

査手続を見直し，授業科

目の内容に応じた教育研

究業績，実務経験等を有

する教員を，年齢構成や

男女比にも配慮しながら

採用・配置する。 

教育の支援や産学連携

活動の強化のため，国際

センター，地域連携セン

ターに専任教員等を配置

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を整備する。 

（ロ）各学部の教員定数の見直しを行う。 

（ハ）厳正で透明性の高い教員選考を行うため，教員

の選考は公募制を原則とし，選考基準や審査結果

を公表する。 

（ニ）選考対象者の教育力，研究力を審査するため，

模擬授業，研究成果発表等のプレゼンテーション

を実施する。 

（ホ）大学院博士課程の設置申請時や新たに大学院を

担当する教員については，全学評価委員会で教員

資格審査を行う。 

（ヘ）教員の採用に当たっては，教員の年齢構成，男

女比にも配慮する。 

（ト）共通教育に係る担当教員の選任，配置等を適正

に行うため，共通教育センターや共通教育運営委

員会の役割を明確にする。 

（チ）国際センター，地域連携センターに専任教員及

び各学部の兼務教員を適切に配置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 教員選考は、事実上教授会専決事項になっている。専
門家集団の選考は必要であるが、これをチェックする

メカニズムがない。 
② 教育組織が社会や大学のニーズ変化等に対応できな
い。 

③ 内部基準の審査で教員選考の水準が高く保てない場
合も多い。 

こうした背景から、法人化により、教育公務員特例法が適

用されなくなり、理事会が人事財務の権限をもつことにな

る機会に、配置数、選考手続き、教員評価の使い方等につ

いて改善することになったものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【数値目標・目標年度】 

★学士課程開設科目中の専任教員担当科目比率 

76.3％（平成20年度）→80%（平成26年度） 

★教員定数の見直し（平成23年度） 

★教員採用時の公募制実施率100％（平成22年度） 

★選考に当たってのプレゼンテーション実施率100％ 

（平成22年度） 

★看護学部男性看護学専門教員比率 

2.5％（平成20年度）→10％（平成26年度） 

★事業構想学部女性教員比率 

6％（平成20年度）→10％（平成26年度） 

★食産業学部女性教員比率 

6％（平成20年度）→10％（平成26年度） 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

ロ 教育及び教員の質の向

上 

     教育活動の質の向上を

図るため，教員評価に係

る評価項目等の見直しを

行い，教員評価の精度及

び公平性を向上させる。 
学生による授業評価を

全学で実施し，その結果

を授業内容の改善等に反

映させる。 

教員の教育能力向上の

ため，ＦＤ（教員の集団

教育研修）の見直し等に

より，研修制度を充実さ

せる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 教育環境の整備 

学生の学習能力向上や

教員の教育研究活動を促

進するため，専門図書の

充実，図書の電子化，学

ロ 教育及び教員の質の向上 

   （イ）教員評価 

教育内容，方法の改善に不断に取り組むため，

教員評価に係る評価項目等の見直しを行い，教員

評価を実施する。 
   （ロ）授業評価 

      学生による授業評価を全学で実施し，授業評価

の結果をもとに「授業改善計画」を策定する。 

   （ハ）教員研修 

ａ 全教員を対象に毎年行っているFD（教員の集

団教育研修）について，課題を設定し，その対

応案をまとめる課題解決型の研修として実施す

る。 

ｂ 私費による海外研修を含む承認制の自主研修

制度の利用を奨励するとともに，研究費による

長期・短期の海外研究制度を充実する。 
ｃ 教員の教育研究能力の向上を図る制度とし

て，サバティカル制度の導入を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 教育環境の整備 

（イ）学生満足度調査の回収率を一層高め，その結果

を教育環境の整備に活用する。 

（ロ）専門図書の充実，図書の電子化，館内環境の整

備等を進めることにより，利用者数，貸出冊数の

 授業評価は、平成 15年以前から行なっているが、根本的
な授業改善法には至っていなかった。今回、大きく見直し、

確実に授業改善に結び付ける次の一連の工夫を行なおうと

している。 
① シラバスとともに授業評価の項目を全学的に統一す
ること。 

② シラバスに授業の到達目標を明記し、教員は、学生の
成績をこの到達目標に達したかどうか、5 段階で厳密
に評価すること。 

③ 学生は、教員の授業が内容や方法において、所定の勉
学でこの到達目標に達成させるような授業であった

かを中心に授業を評価すること。 
④ 学生の授業評価を教務委員会で行なって組織的に学
生の授業評価を授業改善に反映させること。 

⑤ 学生の授業評価を教員評価に、従って教員の給与に反
映させ、対応を促すこと。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【数値目標・目標年度】 

★学部，研究科における授業評価の科目実施率 

   60％（平成19年度）→100％（平成26年度） 

★対象科目に係る授業評価の実施率 

   100％（平成19年度）→ 100％（平成26年度） 

★学生の授業評価回答率 

   60％（平成19年度）→ 80％（平成26年度） 

★教員のFD参加率 

   88％（平成19年度）→100％（平成26年度） 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

内情報ネットワークの高

速化等の整備を図るとと

もに，学生の語学修得の

ための環境を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）学生への支援に関する目

標 

イ 学習支援 

     学生の勉学意欲向上及

び大学での学習方法を身

につけさせるため，学生

への学習指導，履修相談，

進路相談等の支援体制を

強化・拡充する。また，

学生がカリキュラムに沿

った履修が十分に行える

体制づくりを行う。 

 

 

増加を図る。 

（ハ）高度な教育研究活動に対応するため，学内情報

ネットワークの高速化，大容量化を図る。 

（ニ）ITやメディアを利用した授業，学生への情報提

供，学内の情報共有等，教育研究活動における情

報システムの利活用を進める。 

（ホ）学生の英語教育を支援するため，オーラル・コ

ミュニケーション訓練，e-ラーニング自習システ

ム等の充実を図る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

   イ 学習支援 

（イ）｢基礎ゼミ｣おいて大学での学習方法を身につけ

させるとともに，１年次前期から２年次前期にお

ける必修英語クラスにおいてクラス担任制を導入

し，各学部の教務委員会や学生生活委員会と連携

しながら，学生生活が円滑に進むように支援体制

を強化する。 

（ロ）シラバスにオフィスアワーを明記するなどによ

り，相談体制の充実を図る。 

（ハ）長期欠席者をリスト化し，定期面談を実施する

ことにより留年者等に対する学習支援を強化す

る。 

（ニ）保護者（保証人）に成績･修学状況について，定

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【数値目標・目標年度】 

★卒業時・修了時に実施する学生満足度調査回収率 

    85%(平成19年度)→95%（平成26年度） 

★学生１人当たり蔵書数 

   67冊（平成20年5月）→90冊（平成26年5月） 

★入館者数利用者数 

   118,540人（平成19年度）→135,000人（平成26年度） 

★館外貸出冊数 

   22,497冊（平成19年度）→25,000冊（平成26年度） 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 生活支援 

      快適な学生生活を実現

するため，環境を整備す

るとともに，大学と学生

の意思疎通を密にし，学

生への生活支援を組織的

に行う。 

 

 

ハ 就職支援 

学生へのきめ細かな就

職支援を行うため，キャ

リア開発室による企業等

説明会を行うなど，就職

活動支援や進路指導を強

化・拡充する。 

 

 

 

 

 

期的に報告する制度の導入を検討する。 

（ホ）定期面談などにより，科目等履修生，研究生等

に対する学習支援を強化する。 

（へ）各学部各学科とも、複数の履修モデルを提示し、

それぞれのモデルの到達目標及び到達方法を明示

するとともに、学生への履修ガイダンスなどを通

じて周知する。 

 

 

 

 

 

ロ 生活支援 

（イ）学生のニーズを的確に把握し，キャンパス･アメ

ニティ等の充実を図る。 
（ロ）学生が抱える心身の問題に対応するため，学生

生活委員会，保健室，学生相談室等の連携による

相談体制を強化する。 

 

 

 

   ハ 就職支援 

   （イ）キャリア開発室の活動を強化し，大学説明会，

企業・病院研究セミナー等を開催することにより，

学年進行に対応した指導を充実させる。 

 

 

 

 

（ロ）臨地実習やインターンシップなど，地域と連携

した実践教育を充実させる。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【数値目標・各学部・毎年度】      平成19年度実績  

          (看)   (事)   (食) 

★休学率（年人数／収容定員）2%以下 1.2％ 1.7％ 2.4% 

★退学率（年人数／収容定員）1%以下 0.8％ 1.6％ 0.8% 

【目標年度】    

★キャンパス内全面禁煙の実施（平成21年度） 

【数値目標・目標年度】    

★大学主催企業等説明会の数(首都圏企業／地域企業) 

    3件（平成19年度）→ 6件（平成26年度） 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 経済的支援 

     各種奨学金制度の活用

について情報提供を行う

とともに，大学独自の支

援策を実施する。 

   ホ 社会人・留学生への支

援                  

     社会人・留学生等にも

 

 

 

 

 

（ハ）卒業生のキャリア開発支援及びキャリアアップ

を図るため，非正規雇用者への再教育及びＵター

ン希望者への支援を行う。 

（ニ）看護学部においては，国家試験合格及び就職並

びに卒業後の助産師，専門看護師，認定看護師な

どのキャリアパスに対する支援を強化する。 
（ホ）事業構想学部においては，授業科目「キャリア

開発」の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ヘ）大学院研究科においては，キャリア開発担当及

び指導教員が，新規就職や職場復帰について，能

力・資格に応じた適切な進路指導・就職支援を行

う。 

ニ 経済的支援 

学生に対して授業料の減免制度や日本学生支援機

構奨学資金制度等についてきめ細かな情報の提供を

行うとともに，企業等からの寄附金による「宮城大

学奨学基金（仮称）」を創設する。 
ホ 社会人・留学生への支援 

  
（イ）社会人が履修しやすい受講形態を提供するため，

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【数値目標・目標年度】    

★インターンシップ参加率（事業構想学部） 

   30％（平成19年度）→ 50％（平成26年度） 

【数値目標･毎年度】    

★看護師国家試験新卒合格率 100％    参考：95.4％（平成19年度） 

★保健師国家試験新卒合格率 100％    参考：94.7％（平成19年度） 

★就職率（文科省基準，各4月1日） 

  ・看護学部    100％  参考：94.3％（平成19年度） 

  ・事業構想学部 95％  参考：97.2％(平成19年度：開学以来最高） 

   ・食産業学部   95％  参考：平成20年度第１期卒業生 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

広く門戸を開くため，多

様な学力・進路に対応し

た教育プログラムを用意

するなど，学びやすい環

境と支援体制を整備す

る。 

 

２ 研究に関する目標 

（１）研究水準及び研究成果に

関する目標 

イ 研究の方向性 

社会や時代の要請を的

確に把握しながら，地域

に役立つ大学として,地

域社会のニーズに対応し

た実学の研究を推進し，

その発展に寄与する。 

 

 

 

   ロ 研究水準の向上 

個々の教員の研究者と

しての能力を高めること

により，社会的に評価さ

れる研究水準の達成を図

る。 

 

 

   ハ 研究成果の地域社会へ

の還元 

大学の研究成果を地域

社会に積極的に還元す

る。 

サテライトキャンパス等の設置や夜間開講につい

て検討する。 
   （ロ）留学生相談窓口及び留学生向け教育プログラム 

の充実を図る。 

 

 

 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究成果に関する目標を達成するため

の措置 

イ 研究の方向性 

（イ）地域社会のニーズに対応した研究テーマを設定

し，実践的かつ課題解決型の研究を推進する。 

（ロ）看護・事業構想・食産業それぞれの分野の研究

及び学部横断的な研究を推進する。 

（ハ）各学部・研究科の特性を生かし，地域の公的試

験研究機関，企業との連携を深め，研究の活性化

を図る。 

（ニ）最新の科学的知識・技術・手法を動員・結合し

て成果を産み出し，その実用化・産業化を図る。 
   ロ 研究水準の向上 

（イ）個々の教員の研究水準の数値目標を設定し，学

術誌（レフリード・ジャーナル）への掲載や学会

発表などにより，その研究水準の達成に努める。 

（ロ）学術論文の発表の場である研究紀要の質的な向

上を図るため，論文の編集･査読制度の充実を図

る。また，学外委員による審査制の導入を検討す

る。 

   ハ 研究成果の地域社会への還元 

（イ）大学の研究成果を地域に生かす社会活動拠点で

ある地域連携センターを核として，産学官連携の

取組を強化するとともに，シンポジウムや公開講

座などの開催を通じ，研究成果を積極的に地域社
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）研究の実施体制等に関す

る目標  

イ 研究の実施体制 

教員の研究活動を促進

するとともに，研究成果

が地域に還元される研究

支援体制を整備する。 

 

 

ロ 研究費の配分 

     研究活動を促進し，研

究水準の向上を図るた

め，公正で透明性の高い

方法により研究費を配分

することができるよう研

究費配分システムを充実

させる。 

 

 

 

 

 

 

   ハ 研究者の配置 

研究水準の向上，研究

会に還元する。 

（ロ）国や自治体の各種審議会委員への従事や，研修

会・講演会などへの講師派遣により，教員の知的

財産を地域社会に還元する。 

（ハ）自治体との協定に基づいた連携協力などにより，

地域社会の活性化に寄与する。 

   （ニ）ホームページなどにより研究成果の情報発信を

積極的に行う。 

（２）研究の実施体制等に関する目標を達成するための措

置  

イ 研究の実施体制 

（イ）研究担当理事を配置し，学外機関との連携強化，

外部資金の獲得等を主導する。 

（ロ）研究委員会を中心とした学部横断的な研究支援

体制を強化する。 

（ハ）研究補助者を確保するほか，大学院生等を研究

プロセスに参加させる。 

   ロ 研究費の配分 

（イ）一般研究費については，基準額の見直しなど，

より競争的な資金配分システムを検討する。 

   （ロ）指定研究費（国際共同研究，地域共同研究），海

外研究費（長期，短期）は研究計画及び実績の審

査に基づき配分する。 

（ハ）国際学会等派遣旅費は，国際学会発表のプライ

オリティを基準に配分を決定する。 

（ニ）産業化プロジェクト研究費は，シーズの実用化，

産業化を促進する研究に重点的に配分する。 

（ホ）指定研究，長期海外研究，産業化プロジェクト

研究については，成果発表会を開催する。一般研

究費による研究については，研究委員会で成果を

点検する。 

   ハ 研究者の配置 

研究業績の厳密な審査や研究成果に係るプレゼン
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

成果の活用促進を図るた

め，研究力の高い教員を

配置する。 

   ニ 研究環境の整備 

研究活動の活性化と効

率化を図るため，ソフト

及びハード両面における

研究環境の整備に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ホ 研究活動の評価 

     研究水準の向上のた

め，研究業績を適正に評

価することができるよう

評価システムの改善に努

める。 

ヘ 知的財産の創出 

研究成果の知的財産化

と技術移転を推進するた

め，支援制度，推進体制

を整備する。 

 

 

テーションを実施するなど，教員の選考方法を改善

し，より研究力の高い教員を配置する。 

 

ニ 研究環境の整備 

   （イ）研究時間の確保 

ａ 教員の負担を軽減するため，授業担当時間の

適正な管理，全学委員会の整理統合により管理

運営業務を削減する。 

ｂ 若手教員の負担を軽減するため，学部等の運

営業務，教授会業務の整理統合，分担の見直し

を行う。 

ｃ 承認制の自主研修制度やサバティカル制度に

より，教員が中・長期に自己の研究調査に専念

できる環境を整備する。 

（ロ）研究設備 

ａ 研究設備・機器等の計画的な更新を行うとと

もに，有効な活用等を検討する。 

ｂ 寄附や外部資金の獲得による研究設備・機器

等の整備に努める。 

    

ホ 研究活動の評価 

研究業績を適正に評価するため，研究評価につい

ては，研究活動の成果項目，項目のウエイト，組織

評価における研究評価の方法等を毎年点検し，より

精度の高い評価システムを確立する。 

 

ヘ 知的財産の創出 

（イ）産業化プロジェクト研究予算を活用し，シーズ

の知的財産化を図る。 

（ロ）知的財産をデータベース化し，ホームページな

どにより，学外に積極的に情報を提供する。 

（ハ）地域連携センターなどを通じ，知的財産の技術

移転を推進する。 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

第３ 地域貢献等に関する目標 

１ 地域貢献に関する目標 

（１）県民の高等教育機関とし

ての役割 

「県民の高等教育機関」

としての役割を果たすた

め，質の高い教育機会を提

供し，県内への優れた人材

の供給に努める。また，大

学院における社会人の再教

育を積極的に進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 地域貢献等に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

（１）県民の高等教育機関としての役割 

イ 入試方法の改善や教育改善への持続的取組によっ

て，学力と意欲が高く適正に優れた県内高校生の間

に本学への入学志望を広げる。 

ロ 県内高校生の本学への関心を高めるため，オープ

ンキャンパス，出前授業及び高校訪問等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 県内の病院や企業などにおける実習・インターン

シップ・地域性のある授業の開設等を通じて県内就

職者の比率を高める。 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 地域の卓越した教育研究拠点とするため，大学院

への社会人の受入れを積極的に進める。 

 

 

 

 

【数値目標・各学部・毎年度】 

★県内高校生の入学者比率(県内高校からの入学者数／入学者数) 

 ・看護学部   60％以上  

参考：平成19年度 60.4％ 平成20年度 70.0％ 

・事業構想学部 60％以上   

参考：平成19年度 71.9％ 平成20年度 72.0％ 

・食産業学部   60％以上   

参考：平成19年度 62.8％ 平成20年度 60.2％ 

【数値目標・各学部・毎年度】 

★県内就職者比率 

・看護学部   50％以上  参考：平成19年度 54.2％ 

・事業構想学部 35％以上  参考：平成19年度 33.1％ 

・食産業学部  15％以上  平成22年度以降 

参考：平成20年度第1期生卒業生 

【数値目標・各研究科・毎年度】  

★社会人の受入比率（修士課程） 

・看護学研究科   70％以上  参考：平成20年度 81.8% 

・事業構想学研究科 50％以上  参考：平成20年度 38.1% 

・食産業学研究科  20％以上  参考：平成21年度設置 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

 （２）地域社会への貢献 

    大学の教育研究の成果を

地域に活かす社会活動拠点

として地域連携センターを

中心に，地域課題の解決や

地域の活性化などに積極的

に取り組むとともに，大学

施設を地域に開放する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）産学官の連携 

大学の教育研究の成果を

地域社会に還元するため，

産学官連携の推進を大学の

重要な社会的役割と位置づ

け，県内の産業界をはじめ

とした有機的なネットワー

クの充実に努めるととも

に，県内市町村等との連携

協定を積極的に進める。 

 

 

 

 

 

（２）地域社会への貢献 

イ 大学の連携，協働の窓口としての地域連携センタ

ーの機能の充実強化を図り，公開講座やシンポジウ

ムの開催，共同研究，地域課題に対する技術指導・

情報提供などの教育研究資源を活用した地域貢献を

行う。 

ロ 図書館の利用時間の延長や大学施設の地域への開

放などサービスの拡大を図る。 

ハ 県からの受託事業である認定看護師スクールの円

滑な運営を確保し，受託事業終了時（平成２３年度

以降）の事業継承について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）産学官の連携 

イ 宮城県基盤技術高度化支援センター（ＫＣみやぎ）

のメンバーとしての活動を通じて共同受託研究を進

める。 

ロ 地域連携センターを中心とした，産学官のネット

ワークをさらに充実させる。 

ハ カーエレクトロニクスなど，県内進出事業に関連

した教育研究を進め，これらの企業との連携を図る。 

ニ 既に協定を締結している自治体との連携を充実強

化するとともに，県やその他の自治体との連携した

取組を積極的に進める。 

ホ 地域連携センターに地域振興事業部を設置し，自

治体，企業等を対象にした受託調査研究事業や職員

研修事業を行う。 

 

【数値目標・目標年度】 

★公開講座・シンポジウム等の開催数 

   10企画（平成19年度）→15企画（平成26年度） 

★認定看護師スクール志願者数  

   50人以上（平成21年度及び平成22年度） 

            参考：平成20年度 54人 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （４）大学間の連携 

大学に対する社会の期待

や多様なニーズに対応する

ため，学都仙台コンソーシ

アムへの参画をはじめ，他

の大学等との有機的な連携

を強化する。 

 

 

 

 

２ 国際交流等に関する目標 

世界に開かれた大学とし

て，教育研究の充実強化を図

るため，学生や教職員の国際

交流を推進するとともに，海

外大学等との連携による教育

研究活動を通して国際社会へ

の貢献を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（４）大学間の連携 

   学都仙台コンソーシアムへの参画による単位互換授

業の提供や，サテライトキャンパスの公開講座の実施

などにより，大学間の連携を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 国際交流等に関する目標を達成するための措置 

（１）国際交流を推進するための体制整備 

   イ 国際センターの教職員を拡充する。 

ロ 海外大学との往来・情報交換を活発化させ，情報

収集力を強化する。 

ハ 主催事業を積極的に開催し，情報発信に努める。 

（２）海外大学等との連携 

    交換学生の授業料免除，単位認定や共同研究，本県

企業と海外大学との共同研究への支援など，実効性を

重視した大学間協定締結を推進する。 

 

 

 

 

【数値目標・目標年度】 

★市町村との連携協定数 

   2自治体（平成19年度）→3自治体（平成26年度） 

★公的機関等との連携協定数 

   1件（平成19年度）→6件（平成26年度） 

★地域振興事業部調査研究の受託件数  

   1件（平成21年度）→6件（平成26年度） 

【数値目標・目標年度】  

★単位互換授業の実施 

派遣人数4人・提供科目数55科目（平成19年度） 

→20人・80科目（平成26年度） 

★サテライトキャンパス公開講座の実施数 

   6講座（平成19年度）→10講座（平成26年度） 

【数値目標・目標年度】 

★大学間国際交流協定締結数 

4校（平成20年度）→10校（平成26年度） 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 業務運営の改善及び効率化

に関する目標 

１ 運営体制の改善に関する目

標 

 （１）理事長を中心とする運営

体制の構築 

理事長のトップマネジメ

ントにより，法人全体の視

点に立った迅速な意思決定

を行うことのできる運営体

制を構築し，戦略的で機動

的な法人運営を行う。また，

法人の業務運営の適正化及

び透明性を確保するため，

監査体制の充実を図る。 

 

 

 

 

 

（２）戦略的な資源配分 

（３）留学･留学生支援 

イ 留学生相談窓口を整備する。 

ロ 外国人留学生を対象とした特別入学枠を各学部

５％に拡大することを検討する。 

ハ 外国人留学生の勉学意欲を高め，留学生受入れの

一層の推進を図るため，独自の奨学制度を検討する

とともに，国費留学生等の積極的な受入れを行う。 

ニ 外国に留学を希望する学生に対する語学研修や留

学試験の情報提供など留学しやすい環境を整備す

る。 

ホ 民間企業と連携した留学支援を実施する。 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 

 （１）理事長を中心とする運営体制の構築 

イ 副理事長及び理事は，総務企画，教育，研究，人

事，財務等の担当制とし，その権限と責任を明確化

する。 

ロ 理事会の定期的な開催，機動的な運営により，重

要事項を迅速に決定する。 

ハ 理事長を補佐するため，理事長室（仮称）を設置

し，企画・広報・評価等のスタッフ機能を備えた体

制を整備する。 

ニ 理事会，経営審議会，教育研究審議会の役割分担

を明確にし，連携を密にする。 

ホ 教授会の審議事項を精選し，教育研究審議会との

役割分担を明確にする。 

ヘ 内部監査機能の充実を図るため監査室を設置す

る。 

ト 教職員がそれぞれの専門性を発揮するとともに，

一体となって業務運営の効率化を図る。 

（２）戦略的な資源配分 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

法人の経営戦略に基づ

き，全学的な視点に立った

効果的かつ効率的な資源配

分を行う。 

（３）学外の有識者等の登用 

    役員や審議会委員に優れ

た知識経験や能力を有する

学外者を登用し，地域に開

かれた大学運営を推進す

る。 

２ 教育研究組織の見直しに関

する目標 

教育研究に対するニーズや

社会環境の変化を的確に見極

め，公立大学としての責務を

踏まえた上で，必要に応じ教

育研究組織を見直す。 

 

３ 人事の適正化に関する目標 

（１）人事制度 

法人の自主的・自律的な

運営により，教育研究活動

や地域貢献を推進するた

め，法人化のメリットを最

大限に生かし，第三者の視

点を取り入れた弾力的な人

事制度を構築する。また，

優れた人材を確保するた

め，任期制をより一層推進

する。 

 

 

 

地域に貢献するプロジェクトや学部横断的な研究な

ど，戦略的な観点から予算を重点的に配分するシステ

ムを構築する。 

 

（３）学外の有識者等の登用 

イ 財務，産学連携など，専門性の高い分野を担当す

る理事等に学外の有識者等を登用する。 

 ロ 経営審議会の委員に，経営に関する有識者，民間

企業経験者等の学外者を積極的に登用する。 

 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための

措置 

（１）定員充足状況，就職状況，教育研究や運営に関する

実績，評価結果等を踏まえ，学部，学科，研究科，専

攻の見直し等を行う。 

 （２）地域連携センター，国際センター，総合情報センタ

ー及び全学委員会の役割，機能について常に実績を評

価し，必要に応じ見直しを行う。 

３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

（１）人事制度 

イ 教員の採用に当たっては，外部者の意見を取り入

れる。 

ロ 教員の効率的な教育研究活動に資するため，専門

業務型裁量労働制を導入する。 

ハ 特定の課題に対応するため，任期付きの教員採用

を実施する。 

ニ 優れた人材を確保するため，任期制をより一層推

進する。 

ホ 事務職員については，初年度は県からの派遣職員

を中心とするが平成２２年度以降，段階的に法人独

自に職員（プロパー職員）を採用し，その割合を事

務職員全体の５割まで引き上げる。 

ヘ 事務職員の内部昇任，キャンパス間人事異動を実
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

 

 

 

 

 

（２）評価制度 

    組織の活性化を図るた

め，役員及び教職員に対し

年俸制を導入する。また，

業績を適正に評価し，その

評価結果を人事，給与等に

反映させる。 

 

 

 

４ 事務等の効率化・合理化に

関する目標 

 （１）事務組織の見直し 

事務組織の機能向上と事

務処理の効率化を図るた

め，事務組織について定期

的な点検を実施し，必要に

応じ見直しを行う。また，

大学業務に精通した専門性

の高い職員の育成を図る。 

（２）事務の効率化 

事務処理を効率的に行う

ため，事務手続の集約化，

簡素化を図るとともに，業

務の外部委託等の活用を進

める。 

 

 

施し，活性化を図る。 

ト プロパー職員の他大学等との人事交流について検

討する。 

チ 専門的業務を担当する任期付きの職員採用を必要

に応じて実施する。 

（２）評価制度 

イ 役員及び教員並びにプロパー職員に対し年俸制を

導入し，毎年の業績評価により年俸を決定する。 

ロ 教員の評価については，妥当性・公平性を重視し

ながら，現行の４領域（教育・研究・社会貢献・管

理運営）による評価を行う。 

ハ 教育評価に授業評価を反映させる。 

ニ プロパー職員の評価については，他大学等の評価

制度を踏まえ，勤労意欲の向上や能力の発揮に資す

る制度の導入を検討する。 

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するため

の措置 

 （１）事務組織の見直し 

   イ 事務組織について毎年点検を行い，必要に応じて

見直しを行う。 

   ロ 職員の基礎的，専門的な能力向上のため，体系的

な職員研修制度を整備する。 

 

 

 

（２）事務の効率化 

イ 本部機能を大和キャンパス事務局に集約し，事務

手続の簡素化・合理化を図る。 

ロ 事務処理フローの点検・見直しを行い，事務処理

マニュアルを作成する。 

ハ 学内決裁手続や各種申請，届出等に係る事務処理

の電子化を一層推進する。 

ニ 費用対効果の向上が期待できる，給与計算業務，



 

             

- 29 - 

中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

 

 

 

 

 

第５ 財務内容の改善に関する目

標 

１ 外部研究資金その他の自己

収入の増加に関する目標 

（１）外部資金の獲得 

   科学研究費補助金をはじ

め，受託研究費や奨学寄附

金など，外部資金の獲得に

組織的に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自己収入の確保  

窓口業務等の業務を対象に業務の外部委託を進め

る。 

   ホ 財務会計，学生教務等に係る業務のシステム化・

ネットワーク化を推進する。 

 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき 

措置 

１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を

達成するための措置 

（１）外部資金の獲得 

イ 研究担当理事及び研究委員会が主導し，競争的外

部資金に関する情報収集，申請手続等の支援に組織

的に取り組む。 

ロ 研究や活動内容をデータベース化した教員の情報

を外部に対して積極的に広報することにより，外部

資金の受入れを促進する。 

ハ 外部資金の導入を進めるために，各教員の申請状

況や獲得額を研究費の配分や教員評価に反映させる

仕組みを確立する。 

ニ 受け入れた外部資金に対し適切な間接経費を賦課

し，受入増加のために活用できる予算を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自己収入の確保  

【数値目標・目標年度】 

 ★講師以上の教員の科学研究費補助金申請者率 

   50.5%（平成20年度）→80％（平成26年度） 

★講師以上の教員の科学研究費補助金獲得者率 

 15.5%（平成20年度）→20％（平成26年度） 

★一人当たり平均外部資金獲得額 

    67万円（平成19年度）→ 80万円（平成26年度） 

★外部資金獲得総額  

    6,076万円（平成19年度）→ 1億円（平成26年度） 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

法人の安定的な経営が行

えるように自己収入を確保

するため，収入源の見直し

や新たな収入源の拡充を図

る。 

 

 

 

 

（３）授業料等の適切な設定 

  地域への教育機会提供の

ため，授業料をはじめとす

る学生納付金については，

法人の収入状況及び社会情

勢を勘案して適切に設定す

るとともに，授業料等の減

免制度について適宜見直し

を行う。 

２ 経費の抑制に関する目標 

役職員がコスト意識を持

ち，予算の効率的な執行や業

務の簡素化・合理化・契約方

法の見直しなどにより，経費

の縮減に努める。また，効果

的な組織運営や適正な人員配

置により，人件費の抑制を図

る。 

 

３ 資産の運用管理の改善に関

する目標 

適切な資産運用管理を行う

体制を整備し，長期的かつ経

営的視点に立った法人資産の

イ 有料講習・研修を実施し収入の確保に努めるほか，

各種主催事業に外部資金を導入する｡ 

ロ 大学の外部者の施設利用を積極的に進め，施設利

用規程に基づき施設利用料を徴収することにより，

自己収入の増加を図る。 

ハ 各種のパンフレットへの広告やホームページへの

バナー広告を募集するなど，広告収入の確保に努め

る。 

 

（３）授業料等の適切な設定 

イ 入学者選抜手数料，入学金，授業料などについて

定期的な見直しを行い，社会情勢や他の国公立大学

の動向を踏まえ適正な金額を設定する。 

ロ 授業料等の納付金について適正に債権管理し，口

座引き落とし等により確実な徴収を行う。 

ハ 授業料，入学金の減免制度について適宜見直しを

行い，収入の確保に努める。 

 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

（１）役職員一人ひとりが経費抑制の意識を持って行動し

節水，節電及び電子メールの活用等による管理的経費

の削減や消耗品費の節減を周知・徹底する。 

（２）一括発注，複数年度契約などによるコスト削減によ

り費用を抑制する。 

 （３）委託が適切と思われる業務は業務委託（アウトソー

シング）を積極的に活用する。 

 （４）組織の見直しと職務能率の向上を図り，人件費の縮

減に努める。 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための

措置 

 （１）定期的な資産の点検を行い，適切に維持管理し不要

品について売却を進める。 

（２）余裕資金の管理運用に当たっては，安全性・確実性
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

効果的・効率的な活用を図る。 

 

第６ 教育及び研究並びに組織及

び運営の状況に係る自己点

検・評価並びに当該状況に係

る情報の提供に関する目標 

１ 自己点検・評価の充実に関

する目標 

自己点検・評価を定期的に

実施するとともに，認証評価

機関による第三者評価を受け

る。また，その結果について

は，教育研究及び大学運営の

改善に反映させるとともに，

これを県民に分かりやすく公

表する。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 情報公開の推進等に関する

目標 

法人の組織運営及び大学の

教育研究活動の実績について

は，積極的に情報を発信し，

県民をはじめとする社会への

説明責任を果たす。 

 

 

 

に配慮する。 

 

第５ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点

検・評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する目標

を達成するためとるべき措置 

１ 自己点検・評価の充実に関する目標を達成するための

措置 

（１）学生や県民など多方面の意見を聴き，その意見を取

り入れるなど評価方法の充実を図るとともに，自主

的・自律的な大学運営の視点に立った組織的かつ厳正

な評価を実施する。 

（２）認証評価機関による第三者評価に向け，平成２４年

度に自己点検・評価を実施する。 

（３）自己点検・評価をもとに客観的な評価を行うものと

して，認証評価機関による第三者評価を平成２５年度

に受ける。 

（４）自己点検・評価や第三者による評価の結果は，経営

審議会及び教育研究審議会や理事会で十分に内容を検

討し，改善すべき点については適切な改善策を講じる。 

（５）評価の結果及び改善策については，次期中期計画の

策定に当たり，その内容を反映させるなど，大学の業

務運営の向上に役立てるとともに，ホームページなど

により公表する。 

２ 情報公開の推進等に関する目標を達成するための措置 

（１）法人運営の透明性を高め，県民に対する説明責任を

果たすため，中期目標，中期計画，年度計画，財務諸

表等をはじめ，理事会等の各種議事録等についてもホ

ームページなどにより，積極的な情報公開を行う。 

（２）ホームページを充実させ，教育情報や研究情報，大

学運営情報などを分かりやすく定期的に発信する。 

（３）学内における広報活動は報道担当者を配置し，年間

の活動計画を策定するなど，効果的・効率的な広報体

制を確立する。 
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中  期  目  標 中  期  計  画 中期計画に記載した背景・現状分析・課題等 

第７ その他業務運営に関する重

要目標 

 １ 施設設備の整備・活用等に

関する目標 

全学的に施設設備の有効活

用を図った上で，中長期的な

視点に立った計画的な施設整

備を行うとともに，良好な教

育研究環境を保持するため，

施設等の適切かつ効率的な維

持管理を行う。 

 

 

 

２ 安全管理等に関する目標 

安全衛生管理体制を整備・

確立し，より安全なキャンパ

ス環境を創出する。また，十

分な情報セキュリティ対策を

図り，情報管理を徹底する。 

 

 

 

 

 

 

３ 人権の尊重に関する目標 

人権侵害を防止するため，

全学一体となった体制整備を

図るとともに，研修会等を通

じて人権尊重に対する役職員

及び学生の意識向上を図る。 

第６ その他業務運営に関する重要目標を達成するためとる

べき措置 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するため

の措置 

（１）土地建物などの活用状況の点検・評価を行い，有効

利用を図る。 

（２）施設の整備に当たっては，中・長期的な計画を策定

する。 

（３）設備の更新に当たっては省エネルギー等へ配慮する

とともに，キャンパスレンジャー等学生参加型による，

環境と共生し調和するエコキャンパスづくりを推進す

る。 

（４）施設設備の維持管理については，管理規程を整備し，

適切かつ効率的に行う。 

２ 安全管理等に関する目標を達成するための措置 

 （１）労働安全衛生法等関係法令を踏まえ，関係規程等を

整備し，学生及び教職員の安全衛生管理体制を確立す

る。 

（２）災害及び犯罪等の不測の事態に備え，対応マニュア

ルの周知徹底を図るとともに，定期的な研修・訓練を

実施する。 

（３）地域防災における大学の役割を明確にするため，マ

スタープランを策定する。 

（４）情報セキュリティポリシーを策定するとともに，関

係規程等を整備し，情報管理体制を確立する。 

（５）情報セキュリティ教育を徹底する。 

３ 人権の尊重に関する目標を達成するための措置 

（１）セクシュアル・ハラスメント等の人権侵害を防止す

るため，人権侵害の防止等に関する規程などを整備す

るとともに，相談窓口を設置する。また，研修会等を

通じて人権侵害防止について周知徹底を図る。 

（２）セクシュアル・ハラスメント等，役職員の非違行為

に対しては一層厳正・迅速に処置する。 
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